
 

 

○仙北市湯ったり生き活き温泉入浴事業実施要項 

 

平成２９年１２月２２日 

 

 （目的） 

第１条 この要項は、温泉入浴を通じて高齢者の健康寿命の延伸と介護予防を図るため、

協力温泉施設（以下「温泉施設」という。）の利用に対する助成について必要な事項を

定めることを目的とする。 

 （助成対象者） 

第２条 温泉施設利用の助成対象者は、市内に住所を有する平成３０年４月１日現在で満

７０歳以上の者とする。 

（助成の内容） 

第３条 助成は、仙北市湯ったり生き活き温泉入浴券（様式第１号。以下「入浴券」とい

う。）の交付をもって行い、その内容は次のとおりとする。 

２ 助成は、温泉施設利用の際の入浴料金について行うものとし、助成額は温泉施設が定

める入浴料金の額の範囲内とする。 

３ 温泉施設は、以下の３施設とする。 

施設の名称 施設の住所 

角館温泉 花葉館 仙北市角館町西長野古米沢３０番地１９ 

西木温泉 ふれあいプラザクリオン 仙北市西木町門屋字屋敷田８３番地２ 

仙北市民浴場 東風の湯 仙北市田沢湖生保内字武蔵野１１１番地８ 

４ 助成の期間は、平成３０年２月１日から平成３０年３月３１日までとし、交付する入 

浴券の枚数は、１人につき５枚とする。 

５ 入浴券は、１枚につき１回の入浴料に適用し、前項に規定する期間に限り有効とする。 

（助成の申し出） 

第４条 この要項に基づく助成を受けようとする者は、仙北市湯ったり生き活き温泉入浴 

事業利用申請書（様式第２号）に住所、氏名、年齢を確認できるものを添えて、市長に入 

浴券の交付を申し出なければならない。 

２ 申し出の期間は、平成３０年１月４日から平成３０年３月３０日までとする。 

（実施方法） 

第５条 市長は、前条の申し出があったときは、その資格を審査し、適当と認めたときは、 

入浴券を交付する。 

２ 入浴券の交付を受けた者（以下「利用者」という。）は、第３条第３項に規定する施 

設の温泉に入浴しようとするときは、当該温泉施設に入浴券を提出するものとする。 

３ 利用者は、入浴券を他人に譲渡又は利用させてはならない。 

４ 入浴券の再交付は行わない。 



 

 

 （温泉施設の請求） 

第６条 温泉施設は市長に対し、仙北市湯ったり生き活き温泉入浴事業利用実績表（様式

第３号）に利用者から受領した入浴券を添付し、利用料金を請求するものとする。 

２ 請求は、原則として利用した月の翌月に行うものとする。 

３ 当該年度における３月の請求は、月末までに行うものとする。 

  （委任） 

第７条 この要項に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要項は、 平成２９年１２月２２日から施行する。 

 

様式第１号（第３条関係） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年度仙北市湯ったり生き活き温泉入浴事業 

交付番号        

仙北市湯ったり生き活き温泉入浴券 
          ５枚のうち   枚目 

利用者 

住所                       

氏名                 性別    

生年月日                

交付日           発行機関           

有効期間          から          まで 

秋田県仙北市長 公印 

ご利用にあたっての注意 

1 この入浴券は、次の施設で利用できます。 
 ・角館温泉 花葉館・西木温泉ふれあいプラザクリオン 
・仙北市民浴場 東風の湯 

２この入浴券は、利用者本人のみが使用できます。 
３この入浴券は、紛失されても再交付は行いません。 

 

 
温泉施設記載欄 

利用年月日：                  

温泉施設取扱確認 

                 印  


